
＜商 標 登 録 の 日本初！コミコミ® 料金表＞
○大部分は１件、１区分で済みますので１件、１区分のの費用をご覧下さい。

コミコミ® 料金（追加料金なし！⇒安心！）
63,300円（１件、１区分、５年分）

79,000円（１件、１区分、１０年分）

※ 調査費用、特許印紙代、中間処理（～１５万円程度）、消費税が全て含まれています。

※ 商標登録されなければ、特許印紙代もコミで全額完全返金保証！ 『完全返還®』『サムライですから®』

※ 難しい中間対応も、商標専門の『プロ軍団®』に『おまかせください®』。

合計金額の明細表（下記「①（出願時）」＋「②（登録時）」の費用一覧）

●●合計金額＜（１件、５年分）＞

出願区分数 印紙代 事務手数料 調査 成功報酬 消費税 支払合計額

１区分 33,900 0 10,000 18,000 1,400 63,300
２区分 64,400 0 20,000 28,000 2,400 114,800
３区分 94,900 0 30,000 38,000 3,400 166,300

※ 印紙代は、特許庁に審査、登録をお願いする為の費用です。

※ 法人出願の場合、料金より源泉所得税分が引かれます。

■■合計金額＜（１件、１０年分）＞

出願区分数 印紙代 事務手数料 調査 成功報酬 消費税 支払合計額

１区分 49,600 0 10,000 18,000 1,400 79,000
２区分 95,800 0 20,000 28,000 2,400 146,200
３区分 142,000 0 30,000 38,000 3,400 213,400

① 出願（申込）時の費用（１件）

出願区分数 出願時印紙代 調査 成功報酬 消費税 支払合計額

１区分 12,000 10,000 18,000 1,400 41,400
２区分 20,600 20,000 28,000 2,400 71,000
３区分 29,200 30,000 38,000 3,400 100,600

② 登録時の費用（１件）（登録期間は、５年と１０年で選べます。印紙代だけが違います。）

●登録査定時の支払額（５年分）

出願区分数 手数料 登録時印紙代 消費税 支払合計額

１区分 0 21,900 0 21,900
２区分 0 43,800 0 43,800
３区分 0 65,700 0 65,700

■登録査定時の支払額（１０年分）

出願区分数 手数料 登録時印紙代 消費税 支払合計額

１区分 0 37,600 0 37,600
２区分 0 75,200 0 75,200
３区分 0 112,800 0 112,800

中間対応ポイント® 難しく、時間が掛かるので（～１５万円程度）⇒ 0円に！



＜料金の計算方法＞

商標登録までに掛かる費用（合計金額）の計算は、

（調査費＋出願（申込）時の費用＋中間対応費用＋登録査定時の費用）＝合計金額

①調査費＝10,500円（税込）

②出願時の費用は、印紙代＋成功報酬＋消費税です。

③中間対応費用は、０円。（他所では１～１５万円程度掛かります。）

④登録査定時の費用＝印紙代のみ。



≪料金（①安い！②安心！③納得！）の３つの理由≫ BanBan商標登録®
①日本初！コミコミ®で、格安になりました。⇒多くのお客様に支えられ安い！

（成功報酬＋調査費用）＝29,400円。（特許庁印紙代込みで、63,300円）

②中間対応が０円に！⇒次から次へと追加請求されることはありませんので安心！

インターネットの普及で、良い商標ほど、中間対応が多発！１～１５万の場合もあり、

追加料金の請求書を見てビックリ！しかも登録不可なら…。( ` O ´ * )
③完全返還®⇒先行商標調査に、責任を持ちますので納得！

調査報告で、登録される確率（５０％以上）にもかかわらず、商標登録不可なら、

特許印紙代も込みで全額返金保証。初めてでも安心・納得の大きな保証です！

完全返還®

＜中間対応（意見書、補正書の作成・提出）について＞ 中間対応ポイント®
商標登録出願した後で、特許庁の審査官から拒絶理由通知を受け取った後の処理を中

間対応と言います。もし拒絶理由通知（リスク）がないと考えた場合は、自分が直接出

願した方が得だと思う人もいるかもしれません。しかし特許庁の商標登録の審査は、一

人の審査官により行なわれますので審査官の運、不運がどうしてもあります。また、審

査官は慎重に審査を行うため、拒絶理由通知が出される確率がどうしても高くなります。

良い商標ほど確率は高くなる傾向にあります。

今までの経験で、拒絶理由通知（リスク）を受け取る確率は、かなり高く 62％程度（弊

所データ）あり、意見書、補正書を出して登録になる確率は 88％程度（弊所データ）あ

ります。また、最近の特許庁は、ITの普及で中間対応が増加傾向にあります。もし拒絶

理由通知をもらうと４０日以内に意見書・補正書の作成・提出をする必要があり、法律

知識が必要なことは勿論のこと、意見書・補正書の作成には、経験が必要です。直接自

分で出される方は、拒絶理由通知を受け取り慌てて特許事務所に頼む人、または諦める

人が多数いると思われます。

逆に、中間対応（意見書・補正書の作成・提出）は、弁理士が一番儲かる部分でもあ

ります。他所では１５万円近く掛かる場合もあり、それだけで弊所でのコミコミ ®料金

より高くなる場合もあるのです。弊所は、敢えて中間対応（一番儲かる部分）を無料に

することにより、お客様の安心・納得・信用に繋がるようにと考えています。

弊所は、意見書・補正書の作成費用（中間対応）は、０円です。込みなので、次から

次へと追加料金が発生致しません！ コミコミ® 安心して おまかせください®！

特許事務所 富士山会® 代表者 弁理士 佐藤富徳

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満３丁目 5-10 オフィスポート大阪 510号

電話 ０１２０－１４９－３３１（０６－６１３１－２１１３）

ファックス ０１２０－１４９－３３２（０６－６１３１－２１１４）

メール fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp
HP http://www.shohyo110.com/


